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町田市立公園条例の一部を改正する条例 

町田市立公園条例（昭和４５年１２月町田市条例第３８号）の一部を次のように改

正する。 

第８条の２第１項中「駐車場を利用する者」の次に「（次の各号に掲げる駐車場の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日に当該駐車場を利用する場合に限る。）」

を加え、同項に次の各号を加える。 

（１）サン町田旭体育館駐車場及び町田中央公園駐車場 全日 

（２）前号に掲げる駐車場以外の駐車場 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに市長が別に定める日 

第４８条に次の１項を加える。 

２ 市長は、詐欺その他不正の行為により、駐車料金の徴収を免れた者に対しては、

その免れた額のほか、その額の２倍に相当する額の過料を科する。 

別表第３休館日・休場日の欄中「（昭和２３年法律第１７８号）」を削る。 

別表第４の２の表備考を同表備考１とし、同表備考に次のように加える。 

２ 無料時間内に駐車場から退場し、かつ、再度当該駐車場に同一の自動車を駐

車した場合において、当該退場をした時刻（以下「当初退場時刻」という。）か

ら当該再度駐車をした時刻（以下「再入場時刻」という。）までの時間が１５分

以内であるときは、当初退場時刻から再入場時刻までの間も継続して駐車をし

ていたものとみなす。ただし、当該駐車場がサン町田旭体育館駐車場及び町田

中央公園駐車場である場合については、この限りでない。 

附 則 

この条例は、平成２５年１０月１０日から施行する。 
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＿部分は改正部分 

町田市立公園条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（駐車料金） （駐車料金） 

第８条の２ 駐車場を利用する者（次の各号に

掲げる駐車場の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める日に当該駐車場を利用する場合

に限る。）は、駐車場の利用に係る料金（以

下「駐車料金」という。）を、駐車場から自

動車を退場させようとするときに支払わな

ければならない。 

第８条の２ 駐車場を利用する者は、駐車場の

利用に係る料金（以下「駐車料金」という。）

を、駐車場から自動車を退場させようとする

ときに支払わなければならない。 

（１） サン町田旭体育館駐車場及び町田中

央公園駐車場 全日 

 

（２） 前号に掲げる駐車場以外の駐車場 

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日並びに市長が別に定める日 

 

２～４ 略 ２～４ 略 

（罰則） （罰則） 

第４８条 略 第４８条 略 

２ 市長は、詐欺その他不正の行為により、駐

車料金の徴収を免れた者に対しては、その免

れた額のほか、その額の２倍に相当する額の

過料を科する。 

 

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係） 

有料公園施設の名称 休館日・休場日 

サン町田旭体育館 

町田市立陸上競技場 

サン町田旭体育館会

議室 

町田市立陸上競技場

会議室 

町田市立陸上競技場

トレーニング室 

（１） １月１日か

ら同月３日まで及

び１２月２９日か

ら同月３１日まで 

（２） 毎週月曜日

（サン町田旭体育

館及びサン町田旭

体育館会議室は毎

月の第１及び第３

月曜日）。ただし、

その日が国民の祝

日に関する法律に

規定する休日に当

たるときは、その

有料公園施設の名称 休館日・休場日 

サン町田旭体育館 

町田市立陸上競技場 

サン町田旭体育館会

議室 

町田市立陸上競技場

会議室 

町田市立陸上競技場

トレーニング室 

（１） １月１日か

ら同月３日まで及

び１２月２９日か

ら同月３１日まで 

（２） 毎週月曜日

（サン町田旭体育

館及びサン町田旭

体育館会議室は毎

月の第１及び第３

月曜日）。ただし、

その日が国民の祝

日に関する法律

（昭和２３年法律

第１７８号）に規
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＿部分は改正部分 

町田市立公園条例新旧対照表 

改正後 改正前 

日後においてその

日に最も近い休日

でない日 

略 略 
 

定する休日に当た

るときは、その日

後においてその日

に最も近い休日で

ない日 

略 略 
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＿部分は改正部分 
町田市立公園条例新旧対照表（改正後） 

別表第４（第８条、第８条の２、第２１条関係） 

１ 略 

２ 駐車場 

略 

備考  

１ 運動施設が設置されている公園であって運動施設を利用しない場合又は運動

施設が設置されていない公園の場合における駐車料金は、次の各号に掲げる駐

車場の利用時間に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

（１） １時間３０分まで 無料 

（２） １時間３０分を超え２時間まで ５０円 

（３） ２時間を超え２時間３０分まで １５０円 

（４） ２時間３０分を超え９時間まで 前号に掲げる金額に、２時間３０分

を超える部分について３０分までごとに５０円を加えた金額 

（５） ９時間を超える場合 ８００円 

２ 無料時間内に駐車場から退場し、かつ、再度当該駐車場に同一の自動車を駐

車した場合において、当該退場をした時刻（以下「当初退場時刻」という。）

から当該再度駐車をした時刻（以下「再入場時刻」という。）までの時間が１

５分以内であるときは、当初退場時刻から再入場時刻までの間も継続して駐車

をしていたものとみなす。ただし、当該駐車場がサン町田旭体育館駐車場及び

町田中央公園駐車場である場合については、この限りでない。 

３～５ 略 
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町田市立公園条例新旧対照表（改正前） 

別表第４（第８条、第８条の２、第２１条関係） 

１ 略 

２ 駐車場 

略 

備考 運動施設が設置されている公園であって運動施設を利用しない場合又は運動

施設が設置されていない公園の場合における駐車料金は、次の各号に掲げる駐車

場の利用時間に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

（１） １時間３０分まで 無料 

（２） １時間３０分を超え２時間まで ５０円 

（３） ２時間を超え２時間３０分まで １５０円 

（４） ２時間３０分を超え９時間まで 前号に掲げる金額に、２時間３０分を

超える部分について３０分までごとに５０円を加えた金額 

（５） ９時間を超える場合 ８００円 

３～５ 略 
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